
令和３年度東京都教科用図書選定審議会（第２回）議事録 

 

 

 

１ 日時 

令和３年５月３１日（月）午前９時３０分から正午まで 

 

２ 会場 

都庁第二本庁舎 １６階 教育委員会室 

※来庁による出席者と遠隔による出席者とを交えた WEB会議の形式で開催 

 

３ 出席者 

和泉委員、市村委員、金子委員、小池（巳）委員、小池（木）委員、佐々木委員、佐瀬委員、

佐藤委員、瀧田委員、土屋委員、中西委員、西山委員、濵田委員、樋口委員（会長）、 

平井委員（副会長）、宮﨑委員、山田委員、吉田委員 

（欠席：奥富委員、清水委員） 

 

４ 議事 

（１）審議 

・令和４～６年度使用教科書調査研究資料（中学校）について 

・令和４～５年度使用都立小学校用教科書調査研究資料について 

  ・令和４～６年度使用都立中学校及び中等教育学校（前期課程）用教科書調査研究資料につ 

いて 

・令和４～６年度使用都立特別支援学校（中学部）用教科書調査研究資料について 

・令和３～４年度使用特別支援教育教科書調査研究資料（一般図書）について 

・令和４年度使用教科書採択資料（都立小学校、都立中学校、都立中等教育学校（前期課程） 

及び都立特別支援学校（小学部・中学部））について 

 

審議の一部は、３つの分科会に分かれて実施 

第１分科会  都立小学校の国語、生活、道徳 

第２分科会  都立小学校の書写、算数、音楽、図画工作 

第３分科会  中学校社会（歴史的分野）、一般図書 

 

（２）答申 
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令和３年度東京都教科用図書選定審議会（第２回） 

 

開会・会議運営決定（取材・傍聴）・教育委員会挨拶 

【管理課長】  それでは、ただいまより開始をさせていただきたいと存じます。 

 本日は御多用のところ、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。私は本日

の司会進行を務めます、審議会事務局を務めております東京都教育庁指導部管理課長の川口

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず前回の第１回の審議会につきましては、ウェブ形式と対面とを組み合わせた審議とい

う形で進行させていただきました。通常とは異なる方法で開催をさせていただきまして、な

かなか事務局も不慣れな中、皆様には多大な御協力を頂戴いたしまして、１回目を終了させ

ることができました。誠にありがとうございました。 

 また、現在、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言発令中という状況ではござ

いますが、今回は実際の教科書を委員の皆様に御覧をいただきながら、調査研究資料等につ

いて御審議をいただきたいということがございますため、例年どおり対面の会議形式での開

催とさせていただいているところでございます。 

 なお、本日の委員の出席状況でございますが、２０名の委員がいらっしゃる中、２名の委

員から事前に御欠席という御連絡を頂戴しておりまして、１８名の御参加をいただいている

ところでございます。このため、審議会規則第６条で定められました、定数の半数以上とい

う定足数に達しておりますことを御報告させていただきます。 

 それでは、早速でございますけれども、まず進行を会長にお願いしたいと存じます。 

会長、よろしくお願いいたします。 

【会長】  皆さん、おはようございます。それぞれお忙しいところを御参集いただきまし

て、ありがとうございます。 

 それでは、議事に入らせていただく前に、会議の運営についてお諮りをしたいと思います。

事務局から会議の運営について、説明をお願いしたいと思います。 

【管理課長】  それでは、御説明をさせていただきます。 

 東京都では情報公開の観点から、審議会等の会議をできるだけ公開することが方針として

示されております。本審議会につきましても、前回御案内いたしましたとおり、原則として

公開で行わせていただいているところです。 

また会議の議事内容につきましても、原則として開示をさせていただきます。議事録を後

日、東京都教育委員会ホームページに掲載させていただきますので、御了承ください。なお、
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第１回審議会の議事録及び本日の議事録につきましては、委員の皆様に後日メール等でお送

りさせていただきます。御確認をいただき、内容につき御意見等ございましたら、事務局ま

でお知らせをいただきたいと存じます。 

 また、本日の会議につきましては、事前に一般の方へ傍聴の御案内をさせていただきまし

たところ、６名の方から申込みがございました。現時点では報道関係の方の申込みはござい

ませんが、この後、報道機関の方がお見えになる可能性がございますので、こちらもあらか

じめ御了承いただければと存じます。 

 つきましてはこれ以降の会議を公開とし、傍聴の入室の可否について御決定をいただけま

すようお願いいたします。なお、傍聴者６名中１名の方につきましては、会議の途中から傍

聴する御予定と伺っております。 

 また傍聴に当たりましては、傍聴者にお配りをしている審議会傍聴要領に従うよう、あら

かじめお願いをしております。議事を妨害するような行為があった場合には、この傍聴要領

に基づき、退場を命じる等の対応を取らせていただくことになります。会長には傍聴者の入

室完了後、この旨を宣言していただきますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

【会長】  ただいまの説明を受けまして、ここからの会議を公開することにつきまして、

御異議がなければ入室を許可したいと思います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

（傍聴者入室） 

【会長】  それでは、ただいまから第２回東京都教科用図書選定審議会を開会いたします。 

 議事に入ります前に申し上げます。本会議においては「東京都教科用図書選定審議会傍聴

要領」に従って傍聴していただきます。議事を妨害するような行為があった場合には、傍聴

要領に基づき退場を命じる等の対応を取らせていただきますので、御留意ください。 

 続きまして、配布資料について事務局から確認をお願いいたします。 

【管理課長】  それでは、資料を確認させていただきます。お手元に配布資料一覧をお配

りしていますので、そちらを御覧いただきながら御確認いただければと存じます。 

 まず、議事次第でございます。そして座席表、委員名簿、事務局職員の名簿。 

 さらに資料１としまして、教育委員会から当審議会へ諮問いたしました４月１２日付の諮

問文の写し。 

 資料２として、第１回の会議で答申を頂きました採択方針に関する答申の写しがございま

す。 
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 資料３は、御審議いただく事項についてお示しをした審議事項。 

 資料４は、この後、分科会に分かれて審議を行っていただく際の分科会の構成（案）でご

ざいます。 

 このほかに資料５としまして「令和４～６年度使用教科書調査研究資料（中学校）≪社会

（歴史的分野）追補版≫（案）」。 

 資料６「令和４～５年度使用都立小学校用教科書調査研究資料（案）」。 

 資料７「令和４～６年度使用教科書調査研究資料 調査研究項目一覧≪都立中学校及び都

立中等教育学校（前期課程） 社会（歴史的分野）≫」。 

 資料８「令和４～６年度使用都立中学校及び都立中等教育学校（前期課程）用教科書調査

研究資料≪社会（歴史的分野）≫（案）」。 

 資料９「令和４～６年度使用都立特別支援学校（中学部）用教科書調査研究資料（文部科

学省検定済教科書）≪社会（歴史的分野）≫（案）」。 

 資料１０「令和４年度使用教科書採択について（教科書採択資料）（案）」。 

 資料１１「令和４～５年度使用都立小学校用教科書採択資料（案）」。 

 資料１２「令和４～６年度使用都立中学校及び都立中等教育学校（前期課程）用教科書採

択資料≪社会（歴史的分野）≫（案）」。 

 資料１３「令和４～６年度使用都立特別支援学校（中学部）用教科書採択資料（文部科学

省検定済教科書）≪社会（歴史的分野）≫（案）」。 

 資料１４「令和３～４年度使用特別支援教育教科書調査研究資料（一般図書 追補版）

（案）」。 

 ただいま御紹介いたしました資料のうち、資料５から資料１４までの教科書調査研究資料

及び採択資料につきましては、現段階では確定前のものですので、本日の会議におきまして

は委員の皆様限りの配布とさせていただいております。 

 本日の審議の経過を踏まえ、最終的にまとめました資料を、後日開催される予定の東京都

教育委員会定例会において公開の場で報告いたしますとともに、報告後には東京都教育委員

会のホームページで公表させていただく予定でございますので、御了承のほどよろしくお願

いいたします。 

 また、委員の皆様のお机の上に、参考資料としまして「令和３～６年度使用教科書調査研

究資料（中学校）」の８０ページを抜粋したものを置いてございます。 

 資料につきましては以上でございます。御不足等ございましたら、事務局までお申しつけ

ください。よろしくお願いいたします。 
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【会長】  資料の確認がございましたけれども、よろしいでしょうか。過不足等ありまし

たら、お手を挙げていただければと思います。 

 それでは、ここで東京都教育委員会から御挨拶を頂きたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

【指導部長】  教育庁指導部長の藤井でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日は御多忙のところ、教科用図書選定審議会に御出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。本日の会議は２回目となります。第１回目におきましては、教科書の採択方針

について御審議をいただいたところでございます。 

 本日は大きく分けて、３つの資料について御審議いただきます。 

 １つ目は、令和２年度に検定に合格した中学校社会の歴史的分野の教科書に関する調査研

究資料と、都立中学校、都立中等教育学校（前期課程）、それから都立特別支援学校（中学

部）における調査研究資料と都教育委員会が採択する際に活用する採択資料。 

 ２つ目は、令和４年度に開校する都立小学校の１、２学年で使用する教科書の調査研究資

料と、都教育委員会が採択する際に活用する採択資料。 

 ３つ目は、学校教育法附則第９条第１項の規定による教科用図書、いわゆる一般図書の調

査研究資料についてでございます。 

 これらの調査研究資料や採択資料の具体的な内容等につきましては、この後、担当から御

説明申し上げます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。本日はよろしく

お願いいたします。 

 

議   事 

【全体会①】 

【会長】  よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日審議する教科書調査研究資料及び採択資料について、概要を説明していた

だきたいと思います。事務局から本審議会の諮問事項につきまして、説明をお願いしたいと

思います。 

【管理課長】  それでは、御説明をさせていただきます。 

まず、本審議会に対する諮問事項につきましては、第１回の審議会の際に一括してお願い

申し上げたところでございますが、改めて本日諮問文の写しをお配りしておりますので、資

料１を御覧いただければと存じます。 
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本日の会議に諮問する事項ですが、諮問事項の２「教科書調査研究資料について」、及び

諮問事項の３「令和４年度使用教科書採択（都立小学校、都立中学校、都立中等教育学校

（前期課程）及び都立特別支援学校（小学部・中学部））について」でございます。 

資料２を御覧いただきたいと存じます。第１回の審議会で、教科書の採択方針について御

答申を頂いたところでございます。本日御審議いただきたい事項は４点でございます。この

度、そちらの資料２の（１）から（４）にあります調査研究を行いました。 

続きまして、お手元の資料３、審議事項を御覧いただきたいと存じます。本日御審議いた

だく資料を一覧にしてございます。左側に記載している調査研究資料についてと、右側に記

載しております採択資料について御審議をいただきます。 

まず左側の調査研究資料についてですが、①の「令和４～５年度使用都立小学校用教科書

調査研究資料」こちらは資料６でございます。令和４年度に開校する都立立川国際中等教育

学校附属小学校の１、２年で使用する教科書についての調査研究です。小学校用教科書の調

査研究は令和元年度に実施済みであることから、この調査研究を踏まえ作成しております。

後の分科会で、こちらは御審議をいただきます。 

次に②「令和４～６年度使用教科書調査研究資料（中学校）≪社会（歴史的分野）追補版

≫」について、こちらは資料５でございます。令和元年度の検定検査で不合格となりました

自由社の新しい歴史教科書について、再申請により令和２年度に文部科学大臣の検定を受け

まして、新たに発行されることとなりました。無償措置法の規定に基づき、都道府県教育委

員会において新たに発行されることとなった図書について調査研究を行うこととされており

ますことから、今回調査研究を行ったものでございます。この後、全体会で御審議をいただ

きます。 

また③「令和４～６年度使用都立中学校及び都立中等教育学校（前期課程）用教科書調査

研究資料≪社会（歴史的分野）≫」、こちらは資料８ですが、それとその下の④「令和４～

６年度使用都立特別支援学校（中学部）用教科書調査研究資料（文部科学省検定済教科書）

≪社会（歴史的分野）≫」、こちらは資料９ですが、それについての御説明をいたします。 

中学校用教科書は昨年度、採択替えが行われ、今年度は同一の教科書を採択することとな

りますが、先ほどお話ししましたとおり、自由社の新しい歴史教科書の種目である中学校社

会（歴史的分野）の教科書につきましては、採択権者の判断により採択替えを行うことがで

きるとされております。このことから、都立学校で使用する中学校社会（歴史的分野）の教

科書の調査研究について、先ほど御説明いたしました②「令和４～６年度使用教科書調査研

究資料（中学校）≪社会（歴史的分野）追補版≫」の全体審議を経た上で、後の分科会で御
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審議をいただくということになってございます。 

さらに資料３の左下にあります⑤「令和３～４年度使用特別支援教育教科書調査研究資料

（一般図書 追補版）（案）」、資料１４ですが、視覚障害のある児童、生徒等の教育を充

実させるため、使用できる図書が少ない社会について、都立特別支援学校から要望のあった

図書の調査研究を行っております。こちらについても後の分科会で御審議をいただきます。 

次に、資料３右側の採択資料についてでございます。都立義務教育諸学校で使用する教科

書を採択する際の資料として⑥から⑫の資料を作成いたしましたので、こちらの御審議をお

願いいたします。 

まず⑥「令和４～６年度使用都立小学校用教科書採択資料（案）」、資料１１ですが、令

和元年度に作成した調査研究資料と、資料３左側の①を踏まえて作成したものでございます。

本日の分科会では、①の資料６と併せて御審議をいただきます。 

次に、資料３右側の採択資料⑨でございます。「令和４～６年度使用都立中学校及び都立

中等教育学校（前期課程）用教科書採択資料≪社会（歴史的分野）≫」、資料１２ですが、

資料３左側の②と③を踏まえて作成したものでございます。本日の分科会では、③の資料８

と併せて御審議をいただきます。 

次に資料３右側の採択資料⑩「令和４～６年度使用都立特別支援学校（中学部）用教科書

採択資料（文部科学省検定済教科書）≪社会（歴史的分野）≫」、資料１３につきましては、

左側の②と④を踏まえて作成したものでございます。本日の分科会では、④の資料９と併せ

て御審議をいただきます。 

そのほか⑦⑧、そして⑪⑫の採択資料につきましては、分科会後の２回目の全体審議の中

で御審議をいただきたいと存じます。これらの資料１０の内容といたしましては、来年度都

立中学校及び中等教育学校（前期課程）、都立特別支援学校（小学部・中学部）で使用する

文部科学省検定済教科書や都立特別支援学校（小学部・中学部）で使用する文部科学省著作

教科書、そして一般図書でございます。お配りした資料に基づき、後ほど御説明いたします。 

委員の皆様におかれましては、これらの調査研究資料が採択のための資料及び他の採択権

者に対する指導、助言または援助を行うための資料として適切であるかどうか。また採択資

料が都立の義務教育諸学校で使用する教科書を採択するに当たっての資料として適切である

かどうかについて、御審議をいただきたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

【会長】  ありがとうございました。今それぞれ審議する教科書調査研究資料、採択資料

について、概要の御説明をいただいたところでございます。ここで何か御質問がございまし
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たら、よろしくお願いいたします。 

今、概略の御説明でございましたので、この後の分科会、全体会で具体的に説明をしても

らいますので、細かい点の御質問はそのときにお願いをするということでよろしいでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

【会長】  それでは、次に「令和４～６年度使用教科書調査研究資料（中学校）《社会

（歴史的分野）追補版》（案）」について、審議したいと思います。事務局から御説明をお

願いいいたします。 

【管理課長】  それでは、「令和４～６年度使用教科書調査研究資料（中学校）《社会

（歴史的分野）追補版》（案）」について、御審議をお願いしたいと思います。 

 先ほど説明しました自由社の「新しい歴史教科書」の調査研究資料につきまして、ただい

まより所管から御説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【義務教育指導課長】  義務教育指導課長の中嶋でございます。私から資料５「令和４～

６年度使用教科書調査研究資料（中学校）《社会（歴史的分野）追補版》（案）」の概要に

ついて御説明いたします。お手元の資料５を御覧くださいませ。 

 本資料につきましては、昨年度作成いたしました「令和３～６年度使用教科書調査研究資

料（中学校）《社会（歴史的分野）》」の調査研究項目に沿って、今回調査対象となる自由

社の教科書について調査研究を行ったものでございます。 

 本資料の１ページから３ページまでに記載しております令和３～６年度使用教科書調査研

究の視点、また調査研究資料の構成などについては、昨年度の調査研究資料と同じものでご

ざいます。また、資料５の５ページ以降が自由社の調査研究の内容となっております。そし

て、８ページからが具体的な調査研究の内容となってございます。 

 調査研究の内容の詳細につきましては、この後、担当いたしました指導主事から具体的に

説明をいたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上でございます。 

【指導主事】  それでは、中学校社会（歴史的分野）の調査研究資料について御説明いた

します。私は担当した指導主事、俵と申します。よろしくお願いいたします。 

 中学校社会（歴史的分野）の教科書は、自由社１社がございました。資料５の調査研究資

料を基に御説明をさせていただきます。調査研究資料の順に従って説明をいたしますが、参

考資料としまして令和２年度に行った調査の別紙１を配布しておりますので、適宜御覧くだ

さい。それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 
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 調査研究の項目は令和２年度と同様に（１）内容、（２）構成上の工夫の２つの項目から

調査をいたしました。最初に、別紙１（１）内容のア、調査研究の総括表について説明をい

たします。 

それでは、資料の１０ページを御覧ください。中学校学習指導要領社会科歴史的分野の目

標及び改訂の趣旨を踏まえて、項目を設定しております。この後、各項目の設定の理由と調

査結果の概要、さらにそれぞれの調査項目あるいは調査項目内の大項目で、特色のある教科

書の該当箇所を取り上げて説明をいたします。 

まず一番左のａの項目でございますが、こちらは５つの大項目ごとのページ数と割合につ

いて調査したものです。続きましてｂとｃの項目は、取り上げられている歴史上の人物の数

と、取り上げられている主な文化遺産の数についての調査です。このｂとｃの項目について

は、歴史的分野の目標（３）の「人々の生活の向上に尽くした歴史上の人物と現在に伝わる

文化遺産を尊重しようとすることの大切さについての自覚などを深め」と示されていること

を踏まえて、項目を決定いたしました。 

ｂの項目の取り上げられている歴史上の人物の数について、具体的な人物名をまとめたも

のを１１ページからの別紙２－１として示しています。なお、このカウントの方法について

はフェーズに名前が載っているだけの人物は数えず、また同一人物でも時代をまたがって取

り上げられている場合はそれぞれで数えるなど、令和２年度に行った調査と同じ基準でカウ

ントをいたしました。 

１０ページに戻ります。ｃの項目の取り上げられている主な文化遺産の数について、具体

的な国宝、重要文化財、世界遺産など、国家や社会の発展を象徴する文化遺産をまとめたも

のを１６ページからの別紙２－２として示しています。 

具体的な教科書のページを御紹介いたします。見づらいかもしれませんが、プロジェクタ

ーを御覧いただければと思います。こちらは自由社の教科書の９６ページ、９７ページでご

ざいますが、このように国宝や世界遺産の記載があり、数多くの資料が取り上げられている

ことが分かります。このようなものをカウントしております。 

それでは１０ページに戻りまして、ｄの項目について説明いたします。ｄの項目は、世界

の歴史について取り上げられている箇所数についての調査です。こちらは学習指導要領歴史

的分野の体系の要点ウ「我が国の歴史の背景となる世界の歴史の扱いの一層の充実」を踏ま

えて、この項目を設定いたしました。 

続きまして、ｅの項目は身近な地域の歴史（東京に関する歴史的事象）を取り上げている

箇所数について調査したものです。ｅの項目につきましては２１ページからの別紙２－３、
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そしてｅの身近な地域の歴史が取り上げられている箇所について、具体的に東京に関する歴

史的事象を整理して示しています。 

こちらも教科書の具体的なページを御紹介いたします。プロジェクターを御覧ください。

こちらは教科書の１４４、１４５ページでございますが、近世の江戸の人々の暮らしについ

て調べ学習のページ、そして設定をしています。このようなものになっております。 

また、戻りまして１０ページの別紙１です。最後にｆの項目ですが、発展的な内容を取り

上げている箇所数の調査でございます。発展的な学習内容であることが明記されているもの

を調査しましたが、これがないことを確認しております。参考としてお示ししました令和２

年度に行った調査の別紙１にもあるように、各教科書においても同様の調査結果となってお

ります。以上が別紙１と、その調査項目の具体的な内容をまとめた別紙２－１についての説

明でございます。 

次に進んでよろしいでしょうか。続きまして、調査研究資料の２２ページを御覧ください。

こちらは別紙２－４となっております。我が国の位置と領土をめぐる問題の扱いを整理した

ものです。 

次の２３ページの別紙２－５は、国旗・国旗の扱いを整理したものです。 

２４ページを御覧ください。別紙２－６は神話や伝承を知り、日本文化や伝統に関心をも

たせる資料を整理したものです。 

続きまして、２５ページを御覧ください。別紙２－７は北朝鮮による拉致問題の扱いを整

理したものです。 

続きまして、２６ページを御覧ください。別紙２－８は防災や、自然災害時における関係

機関の役割等の扱いを整理したものです。 

続く２７ページを御覧ください。別紙２－９は一次エネルギーや再生可能エネルギーの扱

いを整理したものです。 

続く２８ページを御覧ください。別紙２－１０はオリンピック・パラリンピックの扱いを

整理したものです。詳しくはそれぞれの調査研究資料を御覧いただければと思います。 

調査研究資料の２９ページを御覧ください。別紙３、（２）構成上の工夫について御説明

いたします。自由社における構成上の工夫について調査をいたしました。学習指導要領の指

導計画の作成と内容の取扱いから、３点の調査項目を決定しております。１「主体的・対話

的で深い学び」の実現に向けた工夫、２、ユニバーサルデザインの視点、３、デジタルコン

テンツの扱い。ここでは「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた工夫について、特徴

を示していると思われるものを中心に御説明いたします。 
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「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた工夫ですが、例えば見開き２ページの末尾

に、学習を通して習得した知識の整理を行うための課題を示した各章の終末に調べ学習のペ

ージ、復習問題のページ、時代の特徴を考えるページ、会話とまとめ図のページを設けたり

しています。こちらも具体的なページを御紹介いたします。プロジェクターを御覧ください。 

こちらは教科書２０６、２０７ページの調べ学習のページでございますが、日本の近代産

業発祥の地、長崎を取り上げています。続きまして２０９ページ、右側のページですが、時

代の特徴を考えるページとして設定がされております。さらに次のページですが、対話とま

とめ図のページとなっており、この章と次の章の学習とのつながりが見えやすくなるような

工夫がされております。 

以上で説明を終わります。ありがとうございました。 

【会長】  ありがとうございました。プロジェクターも使っていただきました。 

 これから審議に入りたいと思いますが、どなたか御意見あるいは御質問などございません

でしょうか。 

よろしくお願いいたします。 

【濵田委員】  さっき十分理解できなかったかどうか分からないのですけれども、ｆの発

展的な内容を取り上げていないというのは、この自由社のものだけではなくて、ほかのもの

もそうだとおっしゃいましたでしょうか。そこだけ確認させてください。 

【指導主事】  はい。参考資料の令和２年度の調査を併せて御覧いただければと思うので

すが、ｆの項目については全て確認できないという調査結果となっております。 

【会長】  濵田委員から御質問を頂きました。ほかにございますでしょうか。 

 では、平井委員、よろしくお願いします。 

【平井副会長】  ちょっと確認ですけれども、２９ページの別紙３の（２）構成上の工夫

のところで、真ん中にユニバーサルデザインの視点とありますけれども、２つポチがあって、

その後の最後に「等が示されている」というのは何か抜けてしまっているのか、それとも残

ってしまったのかを確認させてください。 

【指導主事】  こちらは調査の中で確認のできたユニバーサルデザインの視点について、

要素を上げております。それ以外のところで示されているものがあるかどうかも含めて、そ

のような記載で表現をさせていただいているので、特に抜けているということではなくて、

こういう記載で統一して、調査結果として報告させていただいているということでございま

す。以上です。 

【平井副会長】  この「示されている」というのがよく分からない。 
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【会長】  申し訳ございません。平井委員の御質問の趣旨というのは、ユニバーサルデザ

インの視点の箱の中で２つポチがあって、それは示されているのですが、その後に「等が示

されている」ということの意味。つまり平井委員が気にしているのは、そこに何か抜けてい

るのではないかという点なのですけれども。もしかしたら、これが残ってしまっているのか

という部分ですが。 

【管理課長】  事務局から補足をさせていただきます。 

 今の御説明の補足なのですが、この「等」というのは特に間が抜けているということでは

ございませんで、上の２つはゴシック体の太字の話、それから振り仮名を全てゴシック体に

していることが示されているということで、つなげて読んでいただく趣旨で書かれたもので

ございます。 

 実は今回、これは１者だけなので分かりにくいのですが、前回こちらの８０ページを抜粋

で出させていただいておりますけれども、前回調査したときもこのような表記の仕方をして

いたものですから、そういった前後のつながりで合わせたところで「等が示されている」と

いう結文の仕方といいますか、締め方をさせていただいたということでございます。特段こ

の間に何か脱字があるとか、そういうことではないということで確認をいたしました。よろ

しくお願いいたします。 

【会長】  以上、説明をいただきましたけれども、よろしいですか。 

【平井副会長】  はい。 

【会長】  ほかに何か御質問、御意見はございますか。よろしいでしょうか。 

 そういたしましたら「令和４～６年度使用教科書調査研究資料（中学校）≪社会（歴史的

分野）追補版≫（案）」については適切であるということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会長】  それでは、その確認がされましたので、この調査研究資料について適切である

という審議会としての御判断をいただきました。ありがとうございました。 

 私から、今後、この調査研究がより充実するということで御意見を言わせていただきたい

と思います。この資料の９ページ、調査研究の具体的内容の４つ目に「東京都教育委員会は、

教育目標の基本方針１として『人権尊重の精神と社会貢献の精神の育成』を掲げ人権教育を

推進してきた観点から、児童・生徒が人権尊重の理念を正しく理解できるようにするため、

北朝鮮による拉致問題の扱いについて調査する」と明記されています。 

今後、この調査研究資料がさらによりよいものになるという視点で御意見を言わせていた

だきたいのですけれども、２０００年に東京都人権施策推進指針ができたときに、御案内の
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とおり人権課題は９課題でした。２０１５年に７つの人権課題が追加されました。その中に

北朝鮮による拉致問題というのは、東京都が明確に人権課題にしている。つまり、そういう

ことを踏まえると、この調査研究資料においても人権課題をきちんと調査するのだというス

タンスのほうが、私はよいのではないかと。 

同様に、その下の自然災害に関することなのですけれども、リスクマネジメントや防災教

育の視点で調査をする。これはこれで御審議、御了承いただいたように非常にいいと思うの

ですけれども、いま申し上げたように２０１５年に改訂された東京都人権施策推進指針では、

災害における人権問題も人権課題になっている。そうであるので、東京都が目指していく人

権尊重の教育の精神を踏まえると、人権課題というふうに明確にして今後調査研究されるこ

とがいいのではないかという意味での一意見です。 

それから、もう一つお話をさせていただきたいのは、例えば２２ページの竹島に関する記

述の概要の一番最後なのですけれども、文章を省略している部分があると思います。同様に、

２６ページのその他の自然災害の扱いの箱の中の１つ目、２つ目も文が省略されている。研

究資料としてそれでいいと思うのですけれども、より正確な調査研究資料に精度を高めてい

くためには、この中略ではなくて、やはり一文をきちんと載せていくことが調査研究資料と

してよりふさわしいのではないかと思います。その語句があるのか、それが文章として表記

されているのかというのは大事な視点ではないかと私自身は思います。ただ私の審議会委員

としての意見ですので、今後、御参考にしていただけたらありがたいなと思います。 

それでは、よろしいでしょうか。これから分科会に分かれて審議に入りたいと思います。

事務局から分科会についての御案内がございますので、よろしくお願いいたします。 

【管理課長】  ありがとうございます。それでは分科会について御説明をさせていただき

ますので、恐れ入りますが、お手元の資料４の分科会構成（案）を御覧ください。 

 まず分科会の審議は、構成（案）のとおり３つに分かれて行っていただきます。委員の皆

様にはいずれか１つの分科会に入っていただき、審議をお願いしたいと存じます。委員の

方々の専門教科等を考慮しながら、学校関係者、教育委員会関係者、学識経験者の皆様のバ

ランスなども配慮いたしまして分科会の構成（案）を作成いたしましたので、御了承いただ

ければと存じます。 

 所要時間はどちらもおおむね５０分間となっております。前半と後半の間に約１０分の休

憩を設ける予定でございます。そして内容についてですが、第１分科会と第２分科会では令

和４年度に開校いたします都立立川国際中等教育学校附属小学校の１、２年生で使用する教

科書の調査研究資料等についての審議でございます。分科会ごとに担当教科を分けて、審議
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をお願いいたします。 

 第３分科会では、まず先ほど御審議いただきました中学校社会（歴史的分野）について、

都立中学校及び都立中等教育学校（前期課程）で使用する教科書と、都立特別支援学校の聴

覚障害、肢体不自由、病弱、それぞれの教育部門で使用する教科書の調査研究資料等につい

ての審議でございます。また特別支援教育で使用する一般図書につきましても、第３分科会

で御審議をいただきます。 

 いずれの分科会も担当の指導主事が教科、種目ごとに、また特別支援学校の場合は教育部

門別の障害の特性等を踏まえまして、調査研究した内容を御説明いたします。その後、質疑

応答や委員の方々の間での意見交換をお願いいたします。なお、説明の際、教科書発行者を

御紹介するときですが、発行者の正式名称ではなく、各種目の扉に当たるページに記載して

おります略称で御説明させていただく場合もございますので、あらかじめ御了承いただけれ

ばと存じます。事務局で作成しました資料が、採択に当たっての参考資料として適切かどう

かにつきましての御審議でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 分科会の終了した後ですが、その後またこちらの会場にお戻りをいただきまして、全体会

の場において、分科会ごとに委員の代表の方に分科会における審議結果を御報告いただきた

いと思います。その内容につきましても、委員の方々の間でおまとめいただければと思いま

す。分科会の冒頭では、委員の方同士で御報告いただく発表者を決めていただきますようお

願いいたします。 

 また、傍聴の方に申し上げます。傍聴の方につきましては、傍聴の申込みの際に御希望の

分科会を伺った上で傍聴いただける分科会を決定いたしまして、結果を事前にお伝えしてご

ざいます。決定された分科会以外の傍聴はできませんので、あらかじめ御注意ください。よ

ろしくお願いいたします。事務局からの御説明は以上でございます。 

【会長】  それでは、事務局から分科会（案）について説明がございましたけれども、御

異議がないようでしたらこの構成で参りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

分科会会場の移動につきまして、事務局から御案内をお願いいたします。 

【管理課長】 分科会の会場ですが、第１分科会と第２分科会の２つの分科会につきまして

は、１つ上の４階が会場になります。第３分科会は２つ上の５階となります。職員が御案内

をいたしますので、委員の皆様はそれぞれの分科会会場に御移動をお願いいたします。恐れ

入りますが、お手元の資料はお持ちいただきますようお願いいたします。手荷物につきまし

てはこのまま置いておかれても結構でございますが、貴重品につきましては皆様各自での管

理をよろしくお願いいたします。 
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 分科会終了後、全体会は１１時３０分ごろから開始を予定してございます。 

 なお傍聴の方におかれましては、職員が順番でお声をおかけしますので、それまで今の席

でお待ちください。よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

【分科会】 

（分科会審議） 

 

【全体会②】 

【会長】  それでは、皆さん、分科会での御審議、本当にありがとうございました。 

 ただいまから全体の審議に入りたりいと思います。３分科会ございましたけれども、各分

科会から審議結果の報告をいただきたいと思います。 

 第１分科会の西山委員、よろしくお願いいたします。 

【西山委員】  第１分科会の報告をいたします。第１分科会は国語、生活、道徳について

審議いたしました。国語については調査対象４者、１６冊についての説明を受けました。語

彙、情報と情報との関係、伝統的な言語文化、読書に関する内容項目について、それぞれ具

体的に御説明いただきました。読書という項目の具体的な内容について質問がありましたが、

学習指導要領の知識及び技能の指導事項にしっかりと合わせられた、同じ基準で調査されて

いるとの説明がございました。審議の結果、国語について調査研究資料は適切と判断いたし

ました。 

 続きまして、生活です。生活については調査対象８者、１６冊についての説明を受けまし

た。自ら課題を設定する力の育成につながる課題、日本の伝統文化、話の聞き方、調べ方、

世話の仕方などの学び方について、丁寧な説明がありました。委員の方から内容について質

問がありましたが、指導上の工夫について記述で詳しく書かれており、他者にはない特徴と

して具体的に挙げているということの説明がございました。審議の結果、生活について調査

研究資料は適切と判断いたしました。 

 続きまして、道徳です。道徳については調査対象８者、２２冊についての説明を受けまし

た。他者を尊重する態度の育成、意見の対立、国際社会で活躍し貢献できる人材の育成につ

いて、関係する内容について御説明がありました。委員からはその他の工夫の分析について、

１者だけ項目が多いという意見もありましたが、審議の結果、道徳について調査研究資料は

適切と判断いたしました。 

 最後に全体を通してですが、３教科ともしっかり詳しく調査されている、丁寧に見てくだ
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さっている、採択指導の重要性を感じた、都立小中高一貫校の基本方針を加味した調査項目

で非常に適切であったとの意見がございました。以上です。 

【会長】  ありがとうございました。 

 続きまして、第２分科会の宮﨑委員、よろしくお願いいたします。 

【宮﨑委員】  それでは、第２分科会から報告をさせていただきます。第２分科会は書写、

算数、音楽、図画工作について、審議をいたしました。 

 書写につきましては調査対象５者、１０冊についての説明を受けました。調査研究項目や

項目を設定した理由、調査した結果などについて、丁寧に御説明をいただきました。委員か

らは適切な項目であるという意見のほか、星のつけ方について、国際社会、国際感覚につい

て、または項目の設置理由などについて質問がございました。審議の結果、書写について調

査研究資料は適切であると判断いたしました。 

 算数につきましては調査対象６者、２０冊についての説明を受けました。書写と同様に、

調査研究項目や項目を設定した理由、調査した結果について、丁寧な説明をいただきました。

委員からはきめ細かい資料で大変分かりやすいという意見があったり、また「主体的・対話

的で深い学び」についてどのような構成になっているかという質問がございました。審議の

結果、算数について調査研究資料は適切であると判断いたしました。 

 次に音楽についてですが、こちらは調査対象２者、４冊についての説明を受けました。先

ほどの２つと同様に、調査研究項目や項目を設定した理由、調査をした結果について、丁寧

に御説明をいただきました。委員からは、ページ数の数値に関する質問が出されました。審

議の結果、音楽について調査研究資料は適切であると判断いたしました。 

 最後に、図画工作についてです。調査対象２者、４冊についての説明を受けました。いず

れも調査研究項目、項目を設定した理由、調査した結果について、丁寧に御説明をいただき

ました。委員からは「主体的・対話的で深い学び」の項目について質問がございました。審

議の結果、図画工作について調査研究資料は適切であると判断いたしました。 

 全体を通して、書写、算数、音楽、図画工作のいずれも、都立立川国際中等教育学校附属

小学校の教育課程編成の基本方針や学習指導の展開等を踏まえまして、大変丁寧に調査をし

ていただいている、適切な資料であるというふうに考えました。以上でございます。 

【会長】  ありがとうございました。 

 それでは、第３分科会でございますけれども、小池巳世委員、よろしくお願いいたします。 

【小池巳世委員】  それでは、第３分科会の報告をいたします。 

 第３分科会は都立中学校及び都立中等教育学校（前期課程）社会（歴史的分野）、都立特
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別支援学校（中学部）社会（歴史的分野）、学校教育法附則第９条第１項の規定による教科

書について審議をいたしました。 

 まず最初に都立中学校及び都立中等教育学校（前期課程）社会については、調査対象１者、

１冊についての説明を受けました。該当の学校の教育課程編成の基本方針等に基づいた調査

研究項目をどのように担保してきたか等の説明がありました。資料の扱い、それから他校の

先ほどの調査研究項目の数値等も参考にできるのかという質問がありました。審議の結果、

都立中学校及び都立中等教育学校（前期課程）社会について、調査研究資料は適切と判断い

たしました。 

 次に都立特別支援学校（中学部）社会については、調査対象１者、１冊について説明を受

けました。まず障害の聴覚、肢体、病弱が対象になっておりましたが、それぞれの障害の想

定とそれぞれの障害による興味、関心、それから障害への配慮等について説明をいただきま

した。質問では、この資料の中にそれぞれ障害のある児童が興味、関心を持って取り組める

か、指導上の配慮や創意工夫を要する点等が星印で示されているのですが、その星の付け方、

障害に応じた配慮ですとか質問等のところでの確認がありました。審議の結果、都立特別支

援学校（中学部）社会について、調査研究資料は適切と判断いたしました。 

 最後に学校教育法附則第９条第１項の規定による教科書について、１点説明を受けました。

内容、構成上の工夫、障害への配慮、知的障害あるいは自閉症等があっても分かりやすい表

記等になっているかというところを中心に、説明を受けました。委員からは、この１点が今

後どのような形で資料に載るのかという確認があったのみでした。審議の結果、掲載予定図

書ということで、調査研究資料として適切と判断いたしました。以上でございます。 

【会長】  どうもありがとうございました。御報告を全分科会から頂きました。 

 これから答申についての審議に入りたいと思いますが、ただいまの各分科会の審議報告を

受けまして、御意見がございましたらお話をいただければと思います。いかがでございまし

ょうか。 

和泉委員、いかがですか。 

【和泉委員】  私は第３分科会で、特別支援学校に関しての教科書採択に携わらせていた

だきました。私自身は都立光明学園に子供がおりました。無事にこの春卒業いたしましたけ

れども、子供と周りの友人のことを想像しながら実際に手に取って見たときに、障害のない

子供たちも、下の子供は障害がございませんが、見やすいのではないかと思いました。大変

よい図書だったと思います。ありがとうございました。 

【会長】  ありがとうございました。 
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佐瀬委員、いかがでしょうか。 

【佐瀬委員】  今年度から参加させていただいて、初めてこのような資料も拝見させてい

ただきました。非常に細かくこちらの教科書等について研究されていることを今日見させて

いただいて、感謝しております。 

初めて見た感想的なところで言わせていただくと、ページ数とか箇所数ですとか、いろい

ろそれが統一されないのは当たり前なのですけれども、そこら辺の読み方にちょっと戸惑っ

たというのが感想でございます。以上になります。ありがとうございました。 

【会長】  ありがとうございました。 

金子委員、いかがでございますか。 

【金子委員】  自分の区でも、ちょうど１年前、同じように教育委員会での審議がありま

した。その際にこのような採択資料が当然出てくるわけですが、もちろん全く同じではなく

て、東京都さんも大変工夫されているなと。勉強して、自分の区でも工夫に当たりたいと思

います。大変いろいろ感心しました。いろんな比較の仕方も、これがベストだというものは

ないのですけれども、気を配られているなというふうに大変感心しました。以上です。 

【会長】  ありがとうございました。 

ではもうお一方、土屋委員、いかがでしょうか。 

【土屋委員】  私も西多摩の教科書選定委員、メンバーになっておりまして、中学校、小

学校をさせていただきました。教科書の内容につきましての判断をする際に、数値化すると

いうことは非常に分かりやすいのですが、反面非常に難しい部分があるのかなと思いました。

今回この会に参加させていただきまして、その点、皆様、非常によく考察されているなと感

じました。大変ありがとうございました。以上です。 

【会長】  どうもありがとうございました。また事務局で御参考にしていただければとい

うふうに思います。 

 これまでの委員の皆様の御意見を勘案いたしますと、全体としまして都立小学校、都立中

学校及び中等教育学校（前期課程）の調査研究資料（案）と採択資料（案）、また都立特別

支援学校（中学部）の調査研究資料（案）と採択資料（案）、一般図書の調査研究資料

（案）がともに適切であるというご意見を頂いていると判断させていただきますけれども、

いかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会長】  そうしましたら、全体を通しまして何か御意見があれば、それも加えて答申さ

せていただきたいと思います。全体を通しましての御意見、御感想、御質問はございますで
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しょうか。 

中西委員、いかがですか。 

【中西委員】  調査研究資料、採択資料等について丁寧な御説明を頂きまして、それぞれ

の教科書の特性、また使用する学校を踏まえた調査であるということを確認させていただき

ました。いい研究資料、採択資料になっているかと思います。区市町村等においても活用さ

れるとよいかなと感じました。ありがとうございました。 

【会長】  ありがとうございました。 

何かほかに御意見等はございますでしょうか。佐藤委員、いかがでございますか。 

【佐藤委員】  初めて参加させていただきまして、このように丁寧に資料を作られている

ということに本当に感謝したいと思います。私は私学の小学校におるものですから、なかな

かここまでの細かい資料を見ずに選択していたこともあったと思って、参考にさせていただ

きたいと感謝いたしております。ありがとうございました。 

【会長】  どうもありがとうございました。 

 そうしましたら、これらの資料を今後採択に当たっての重要な資料として活用させられる

ということでございますので、文言、表現といったことも改めて十分精査をしていただきま

して、最終的な資料として完成させていただくように、この場で事務局に改めてお願いする

ということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会長】  それでは、議事を進めてまいります。 

 次第にありますように、その他の採択資料についての審議につきまして、事務局から説明

をお願いいたします。 

【管理課長】  それでは、御説明させていたただきます。お手元の資料１０を御用意いた

だければと存じます。こちらの資料で御説明をさせていただきます。 

 まず表紙を１枚おめくりいただきまして、目次を御覧ください。令和４年度に使用する教

科書の採択が必要なものについて、それぞれのページに説明をしてございます。 

まずⅠの文部科学省検定済教科書でございます。１ページをお開きください。１の（１）

は新規に採択する必要がある、都立小学校で使用する教科書の採択資料につきましては、資

料１１によりまして先ほどの分科会、そしてそれを踏まえた、ただいまの全体会で御審議を

いただいたところでございます。 

 ２ページをお開きください。「前回採択時と同一の教科書を採択する必要があるもの」と

ありますが、都立中学校及び都立中等教育学校（前期課程）、都立特別支援学校（中学部）
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で使用する教科書は令和２年度に、都立特別支援学校（小学部）用教科書は令和元年度に採

択替えを行いました。無償措置法及び同施行令によりまして、通常４年間は同一の教科書を

採択することとなっております。このため、昨年度採択したものと同じ教科書を採択するこ

ととなります。なお、中学校社会（歴史的分野）につきましては今年度は採択替えを行うこ

とができますので、その旨をなお書きで記載してございます。３ページから６ページに、採

択替えのときの教科書を一覧にしております。こちらが来年度の採択（案）となります。 

 ７ページをお開き願います。採択替えが可能であります都立中学校及び都立中等教育学校

（前期課程）、都立特別支援学校（中学部）で使用する社会（歴史的分野）の教科書の採択

資料につきましては、資料１２及び１３により先ほどの分科会とただいまの全体会で御審議

をいただきました。 

 ８ページをお開きください。Ⅱの文部科学省著作教科書につきましては、都立特別支援学

校（小学部・中学部）で使用いたします点字版教科書などの文部科学省著作教科書について

でございます。ここでは文部科学省発行の特別支援学校用（小・中学部）教科書目録に登載

されております文部科学省著作教科書の全てを障害種別、小・中学部別に採択（案）として、

一覧でお示しをしてございます。９ページから１４ページまでが視覚障害者用点字版の文部

科学省著作教科書の一覧。１５ページが聴覚障害者用の一覧でございます。１６ページが知

的障害者用の著作教科書の一覧でございます。 

 続きまして、１７ページをお開きください。学校教育法附則第９条第１項の規定によりま

す教科書、絵本などのいわゆる一般図書につきましては、毎年度採択替えを行うことになり

ます。視覚障害のある児童、生徒のために策定された文部科学省検定済教科書を原典としま

した点字版の一般図書を１８ページに、拡大版の一般図書を１９ページから２３ページまで

お示ししてございます。 

 これらは昨年度中に文部科学省から通知のあったものを参照しております。なお、採択期

間後に検定済教科書を原典とする点字版や拡大版の一般図書が新たに発行された場合には、

当該図書について追加で採択していく必要がございます。 

 最後に、２４ページをお開きください。ここから最終の４８ページまでが知的障害特別支

援学校用並びに知覚障害、聴覚障害、肢体不自由及び病弱特別支援学校における、知的障害

を併せ有する児童・生徒の教員課程用の一般図書の一覧でございます。 

３５ページの最後に、先ほどの分科会とただいまの全体会で御審議をいただきました図書

を追加してございます。 

 これらの一覧を来年度都立特別支援学校（小学部・中学部）で使用する一般図書の採択
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（案）とするものでございます。御説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願

いいたします。 

【会長】  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明を受けまして、御意見がご

ざいましたらお伺いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 特にないようでしたら、令和４年度使用教科書採択について、教科書採択資料につきまし

ては御異議がないということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会長】  それでは、ほかに何か御意見はございますでしょうか。 

 ご意見等がないようでございましたら、今回の答申の案文について、私と副会長とで、事

務局を交えて取りまとめをさせていただきます。その間、恐縮でございますが、一旦休憩に

入らせていただきますので、会議再開後、作成した答申（案）について審議をしたいと思い

ます。 

 では、事務局でよろしくお願いします。 

【管理課長】  御審議をありがとうございました。それでは、約１０分休憩とさせていた

だきます。当初予定時刻をオーバーしてしまいまして誠に申し訳ございませんが、ただいま

より答申（案）につきまして確認をさせていただきますので、１２時５分再開ということで

よろしいでしょうか。それでは、そのようにさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

（ 休 憩 ） 

 

【会長】  それでは、いま答申（案）を事務局からお配りいただきましたので、事務局か

らお話を頂きたいと思います。よろしくお願いします。 

（答申（案）配布） 

【管理課長】  ありがとうございます。いま答申（案）をお配りさせていただきました。

こちらの答申（案）についてですけれども、ただいまの時点では委員のみに配布させていた

だいております。答申文につきましても、本日中に東京都教育委員会ホームページで掲載を

して公表する予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、答申（案）文を読み上げさせていただきたいと存じますので、よろしくお願い

いたします。 

令和３年５月３１日 

東京都教育委員会殿 
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東京都教科用図書選定審議会 

会長 樋口豊隆 

 

 教科書調査研究資料及び令和４年度使用教科書採択（都立小学校、都立中学校、都立中等

教育学校（前期課程）及び都立特別支援学校（小学部・中学部））について（答申） 

 

令和３年４月１２日付けで諮問のあった、教科書調査研究資料及び令和４年度使用教科書

採択（都立小学校、都立中学校、都立中等教育学校（前期課程）及び都立特別支援学校（小

学部・中学部））について、下記のとおり答申します。 

 

記 

１ 「令和４～６年度使用教科書調査研究資料（中学校）」は、調査研究資料として適切で

あると認められるため、東京都教育委員会は、教科書の採択に当たり、これを活用するとと

もに、他の採択権者に対しても、これが十分に活用されるように指導、助言又は援助を行う

こと。 

２ 「令和３～４年度使用特別支援教育教科書調査研究資料（学校教育法附則第９条第１項

の規定による教科書（一般図書））」は、調査研究資料として適切であると認められるため、

東京都教育委員会は、教科書の採択に当たり、これを活用するとともに、他の採択権者に対

しても、これが十分に活用されるよう指導、助言又は援助を行うこと。 

３ 「令和４～５年度使用都立小学校用教科書調査研究資料」は、調査研究資料として適切

であると認められる。 

４ 「令和４～６年度使用都立中学校及び都立中等教育学校（前期課程）用教科書調査研究

資料」は、調査研究資料として適切であると認められる。 

５ 「令和４～６年度使用都立特別支援学校（中学部）用教科書調査研究資料」は、調査研

究資料として適切であると認められる。 

６ 「令和４年度使用教科書採択について（教科書採択資料）」は、令和４年度に都立小学

校、都立中学校、都立中等教育学校（前期課程）及び都立特別支援学校（小学部・中学部）
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で使用する教科書を採択する際の資料として適切であると認められる。 

７ 東京都教育委員会は、上記１から６までの資料を採択に当たっての資料とし、東京都教

育委員会の責任と権限において、適切な採択を行うこと。 

 諮問文は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【会長】  ありがとうございました。 

 いま答申（案）のお話を頂きましたけれども、これで審議をしてまいりたいと思います。

もし御異議等がなければ、このままの答申にいたしたいと思っております。 

 皆さん、御意見はございますでしょうか。 

それでは、事務局からの内容のとおりで答申をいたしたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会長】  休憩前にも申し上げました資料の細かい文言、表現などにつきましては、事務

局にいま一度精査をしていただいて、もし修正がある場合には会長の私に一任いただくとい

うことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【会長】  ありがとうございます。 

 それでは、この答申（案）を本審議会の「答申」として決定させていただきたいと思いま

す。諮問事項２「教科書調査研究資料」及び３「令和４年度使用教科書採択（都立小学校、

都立中学校、都立中等教育学校（前期課程）及び都立特別支援学校（小学部・中学部））」

について、教育委員会に答申することといたします。 

【会長】  「教科書調査研究資料」及び「令和４年度使用教科書採択（都立小学校、都立

中学校、都立中等教育学校（前期課程）及び都立特別支援学校（小学部・中学部））」につ

いて、このように答申をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

（会長から指導部長へ答申の受渡し） 

【指導部長】  どうもありがとうございました。 

この後、しっかり対応してまいりたいと思います。 
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事務連絡・教育委員会挨拶・閉会 

【会長】  それでは、事務局から連絡事項をよろしくお願いいたします。 

【管理課長】  本日御答申いただきました調査研究資料（案）及び採択資料（案）につき

ましては、本日頂いた御意見等の趣旨を踏まえまして、必要に応じて事務局において所要の

修正を行った上で、これを都教育委員会に報告させていただきます。 

 中学校社会の調査研究資料につきましては、都教育委員会に報告後に、東京都教育委員会

ホームページに掲載しますとともに、区市町村教育委員会など、他の採択権者への助言等と

してお知らせをする予定でございます。 

 また、都教育委員会として都立学校で使用する教科書の採択を行ってまいります。採択に

関する都教育委員会は、７月下旬に開催される見込みでございます。教育委員会での議決が

決まりましたら、委員の皆様には関連の資料をお送りさせていただく予定でございます。以

上でございます。 

【会長】  ありがとうございました。 

 それでは、最後に東京都教育委員会から閉会の挨拶をお願いいたします。 

【指導課長】  本日は長時間にわたり、数多くの資料について御審議いただき、答申を頂

戴いたしました。厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。 

 本日頂きました答申につきましては、来月開催の都教育委員会に報告してまいりたいと存

じます。委員の皆様には４月から２回にわたりまして、採択方針や各種の調査研究資料や採

択資料につきまして、慎重かつ御熱心に御審議いただき、貴重な御意見を頂いてまいりまし

た。都教育委員会といたしましては、頂いた答申を踏まえ、来年度に使用する教科書を適正

に採択いたしますと共に、区市町村教育委員会など、他の採択権者におかれましても適切な

採択が行われるよう、指導、助言又は援助をしてまいります。 

 本日をもちまして、本審議会の会議は終了とさせていただきます。委員の皆様のこれまで

の御尽力に感謝申し上げますとともに、今後とも引き続き都の教育行政について御理解、御

協力を頂きますようお願いを申し上げ、挨拶とさせていただきます。誠にありがとうござい

ました。 
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【会長】  どうもありがとうございました。いま事務局からお話がありましたけれども、

２回の会議、本当に皆様に御協力を頂きましてありがとうございました。それぞれのお立場

でこれから御苦労も多いかと思いますし、私自身もそうですけれども、子供たちのためにま

た頑張っていきたいという思いでおります。本当にありがとうございました。 

 以上をもって、本日の会議、今回の教科用図書選定審議会を終了させていただきます。あ

りがとうございました。 

 


